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当社株券等当社株券等当社株券等当社株券等のののの大量買付行為大量買付行為大量買付行為大量買付行為へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策((((買収防衛策買収防衛策買収防衛策買収防衛策))))のののの継続継続継続継続にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ

当社は、平成 20 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において当社株券等の大量買付行為への対応

策（買収防衛策）の内容を決定し、同年 6 月 27 日開催の当社第 58 回定時株主総会における株主

の皆様のご承認を経てこれを導入後、平成 23年 5月 11日開催の当社取締役会及び同年 6月 29日

開催の第 61回定時株主総会における承認に基づきこれを一部変更の上更新しておりますが（以下、

当該一部変更後の当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を「旧プラン」といいます。）、

旧プランの有効期間は、平成 26年 6月 27日開催予定の第 64回定時株主総会（以下「本定時株主

総会」といいます。）の終了の時までとなっております。

当社では、旧プランの継続後も、買収防衛策をめぐる情勢の変化等も勘案しながら、当社の企業

価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から、買収防衛策のあり方について検討してま

いりました。その結果、平成 26年 5月 9日開催の取締役会において、本定時株主総会において、

旧プランを一部修正した上で（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）、株主の皆様の

ご承認を得ることを条件として、3年間更新することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

本プランの継続にあたり、字句・表現の変更等、旧プランの一部の改定を行っておりますが、基

本的内容についての変更はございません。

なお、本プランの継続を決定した取締役会には、社外監査役 1名を含む当社監査役 3名が出席し、

いずれの監査役も、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として本プランの内容に賛

同する旨の意見を述べております。また、取締役会を欠席した社外監査役１名からは、同様に賛同

する旨の書面を受けております。

また、平成 26年 3月 31日現在の当社大株主の状況は、別紙 1のとおりであります。本日現在、

当社は、当社株券等の大量の買付行為に関する提案を一切受けておりません。

ⅠⅠⅠⅠ....　　　　本本本本プランプランプランプラン継続継続継続継続のののの目的目的目的目的

1.1.1.1.　　　　企業価値企業価値企業価値企業価値ひいてはひいてはひいてはひいては株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様のののの共同共同共同共同のののの利益利益利益利益のののの確保確保確保確保・・・・向上向上向上向上へのへのへのへの取組取組取組取組みについてみについてみについてみについて

当社は、大正 9年の創業以来 94年にわたり、熱を通じて快適な暮らしを社会に提供するこ

とを使命とし、「和・氣・眞」や「品質こそ我らが命」といった当社独自の精神を礎とし、高

度な熱利用技術とモノづくりへのこだわりを持ち、給湯分野、厨房分野、空調分野を通して生

活文化の向上に寄与すべく事業を展開してまいりました。国内外すべてのグループ各社が、リ

ンナイブランドのもと、豊かで快適な住生活の創造に向け、質の高い商品とサービスの安定的

供給に取り組み、これまでの発展を支えてきております。特に、海外での事業活動においては、

40余年にわたる実績を積み上げてまいりました。結果、現在では海外 16カ国に生産・販売拠

点を有し、海外売上比率が 3割を超えており、当社の特性の一つとなっております。

当社は、持続的な企業価値向上のためには、長年にわたって取り組んできた安全・安心、環



境・省エネ、健康・高齢化を念頭に、「品質第一の顧客志向」の継続実施や「地球環境に配慮

した商品提供」を行うとともに、「技術革新による競争優位の強化」によって高水準な収益基

盤と中長期的視点に基づいた成長戦略の実現が必要不可欠であると考えております。

このような当社事業の歴史的背景と今後の方向性をふまえ、当社では、平成 24 年度に平成

26年度を最終年度とする中期経営計画「ジャンプＵＰ 2014」を策定し、企業の体質強化を図

るとともに長期成長路線を築き、総合熱エネルギー機器メーカーとして企業価値の向上と社会

貢献を推進しております。また、グループ全体の連携を図り本業の収益性と資本効率を高める

ことを目指し、連結営業利益率 10％及び連結ＲＯＥ10％を超える水準の維持を目標として取り

組んでおります。

なお、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題と位置づけており、

経営環境の変化に対応して、最適な経営体制を機動的に構築するとともに、事業年度ごとの経

営責任の一層の明確化と、株主の皆様の信任を問う機会の増加のために、取締役の任期を 1年

としております。

2.2.2.2.　　　　本本本本プランプランプランプラン継続継続継続継続のののの目的目的目的目的

当社は、上場会社である当社の株券等は原則として市場において自由に売買されるべきもの

であると考えており、当社株券等の大量の買付行為を行う者による当社株券等の大量の買付け

要請に応じて当社株券等の売却を行うか否かは、最終的には当社株券等を保有する当社株主の

皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。したがって、当社株券等の大量の買付

行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資する提案であれば、

一概にこれを否定するものではありません。

しかしながら、当社取締役会との事前の十分な交渉や当社取締役会の同意を経ることなく当

社株券等の大量の買付行為が一方的に行われ、その目的や買収後の方針等の十分な情報開示が

なされない場合、当社の株券等を保有する株主の皆様がその保有する株券等の買付けの要請に

応じるか否かについて、十分な判断を行うだけの時間及び情報の確保を困難にする恐れがある

ものと考えております。

また、継続性を維持した企業価値向上の目的を達成するためには、当社グループ内における

各社の位置付けや役割を十分に理解しつつ、より中長期的な観点から将来の展望を見据えて安

定的な経営を目指していくことが必要であります。

当社といたしましては、当社株券等の大量の買付行為が行われた場合に、株主の皆様が、上

記 1「企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上への取組みについて」に記載の

とおり当社の特性をふまえた上で、当該買付行為に応じるか否かを判断するために十分な情報

と時間を確保すること、また、株券等の大量の買付行為を行う者との交渉の機会を確保するこ

とが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために不可欠であると

考えております。

一方で、現時点において、当社役員及びその関係者による当社株式の保有比率は約 30％と

なっており、当社経営陣にとって比較的安定的な株主構成になっておりますが、当社は、今後

の株主の異動及び保有比率の変動により株主構成が流動的となることがあると考えておりま

す。たとえば、当社は公開会社であるため、当社役員及びその関係者は自らの意思に基づき自

由に株式を売買する可能性が考えられるほか、当社役員及びその関係者の相続等により個人及

びその関連会社所有の当社株式の譲渡・移転が行われることにより、今後、これらの関係者の

保有比率が大きく低下する可能性があります。このように、関係者の保有比率が大きく低下し、

株式の流動性が高まることにより、より多くの株主・投資家の皆様に当社株券等を保有してい

ただく機会が増加することになりますが、その反面、当社は、当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益に反する株券等の大量の買付行為が行われやすくなる可能性も否定できな

いと考えております。

以上のことから、当社は、当社株券等に対する大量の買付行為が一定の合理的なルールに従

って行われることが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資する

と考え、当社株券等の大量の買付行為の提案がなされた場合における情報提供等に関する一定

のルール（以下「大量買付ルール」といいます。）を設定するとともに、対抗措置の発動手続

等を定めた本プランを継続することといたしました。



ⅡⅡⅡⅡ....　　　　本本本本プランプランプランプランのののの内容内容内容内容

1.1.1.1.　　　　本本本本プランプランプランプランのののの概要概要概要概要

本プランは、当社株券等（注 1）の特定株式保有者等（注 2）の議決権割合（注 3）を 20％

以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株式保有者等の議決権割合が 20％以

上となる当社株券等の買付行為（いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを

除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、

かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいま

す。）に応じるか否かを株主の皆様に適切にご判断いただくための必要十分な情報及び時間を

確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報（下記 2（1）

イ「情報提供の要請」において定義します。）の提供を求め、当該大量買付行為についての評

価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行う

とともに、独立委員会（独立委員会の詳細については下記 2（3）「独立委員会の勧告」をご参

照下さい。）の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対して、新株予約権の無償割当て

その他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するための大量買付ルールを定め

ております。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会において、対抗措置の発動の是非に

関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始することができないものとします。

なお、本プランの概要については、別紙 2をご参照下さい。

注 1：株券等

金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等を意味します。

注 2：特定株式保有者等

(i)  　当社の株券等（金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同

法第 27条の 23第 1項に規定する保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者とみなされる者及び当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）及びその共同保有者（同

法第 27条の 23第 5項に規定する共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる

者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）

又は、

(ii)  当社の株券等（同法第 27条の 2第 1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27条

の 2第 1項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場に

おいて行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第 27条の 2第 7項に規定す

る特別関係者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をいいます。）

を意味します。

注 3：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式数（議決権

のある株式に限る。）から、有価証券報告書、四半期報告書又は自己株券買付状況報告書のうち直

近に提出されたものに記載された数の保有自己株式数（単元未満株式数を除く。）、及び証券保管振

替機構名義における失念株式数を減じた株式数（単元未満株式数を除く。）を、1単元の株式数（100

株）で除した数とします。

2.2.2.2.　　　　大量買付大量買付大量買付大量買付ルールルールルールルールのののの内容内容内容内容

(1)　大量買付者に対する情報提供の要請

　　ア　意向表明書の提出

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合、まず当社代表取締役に対して、大量買

付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先等の大量買付者の基本情報、

大量買付者が提案する大量買付行為の概要及び大量買付ルールを遵守する旨の誓約文言等

を記載した買付けに関する意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を当社所定の書

式により、日本語で提出していただくこととします。

　　イ　情報提供の要請

当社取締役会は、意向表明書を受領した後 10営業日以内に、当社株主の皆様の判断及び

当社取締役会としての意見形成のために提供していただく情報（以下「大量買付情報」と

いいます。）のリストを交付し、大量買付者には、速やかに当該リストに記載された情報を

当社所定の書式にて、日本語で提出していただくこととします。提供を求める大量買付情



報の項目は、下記①乃至⑦のとおりです。

当社取締役会は、独立委員会に対する諮問を経て、大量買付者から提供された大量買付

情報が、大量買付者が行おうとする大量買付行為の内容等を検討するために不十分である

と判断した場合には、大量買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めて追加情報を提供

するよう求めることができるものとします。

また、当社取締役会は、本検討期間（下記(2)「当社取締役会における大量買付行為の検

討等」において定義します。）開始後に、大量買付者が、大量買付情報を要求した前提とな

る大量買付行為の内容を変更した場合には、改めて、当該変更後の大量買付行為に係る大

量買付情報の提供を求めることができるものとします。

なお、当社取締役会は、意向表明書が提出された事実及び大量買付情報その他大量買付

者から提供を受けた情報について、その全部又は一部を適時適切に開示いたしますが、仮

に、意向表明書の提出を行うことなく大量買付者が出現した場合には、当該事実を適時適

切に開示いたします。また、当社取締役会は、大量買付者から大量買付情報を受領した場

合には直ちに、独立委員会に対し、大量買付者から提供された大量買付情報を提供するも

のとします。

① 大量買付者及びそのグループ（特定株式保有者等、利害関係者及び組合・ファンドの

場合の各組合員その他の構成員を含みます。以下同様とします。）の概要（具体的な名

称、資本構成、財務内容、当該大量買付行為による買付けと同種の取引の詳細及びそ

の結果等を含みます。）

② 大量買付行為の目的、方法及び内容（大量買付行為の対価の種類及び価格、大量買付

行為の実施時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性並びにその実

行の可能性に関する情報等を含みます。）

③ 買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実、仮定、算定方法、算定に用いた数値情

報、大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及

びそのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容等を含みます。）

④ 買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方

法及び関連する取引の内容等を含みます。）

⑤ 大量買付行為後に意図する当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策、

配当政策及び財務政策

⑥ 大量買付行為後における顧客、取引先、当社従業員及びその他当社のステークホルダ

ーに対する対応方針

⑦ その他当社取締役会又は独立委員会が必要と判断する情報

(2)　当社取締役会における大量買付行為の検討等

当社取締役会は、大量買付者から受領した大量買付情報、当社取締役会が独自に入手し

た情報等に基づいて、大量買付者による大量買付行為が、当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かを評価・検討し、必要に応じて、

大量買付者との買付条件等に関する交渉、代替案の提案等を行うとともに、対抗措置の発

動の是非を検討することとします。

当社取締役会は、評価・検討にあたって、下記（3）「独立委員会の勧告」記載の独立委

員会に対する諮問を行うとともに、当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を含みます。）の助言を

受けることができるものとします。

当社取締役会は、これらの評価・検討を開始する場合には、大量買付者から提供される

大量買付情報が十分に提供されたとして、大量買付者に通知するとともに、適時適切にそ

の旨を開示するものとします。

当社取締役会としては、大量買付情報の受領が完了した日の翌日からこれらの評価・検

討期間（以下「本検討期間」といいます。）を開始するものとします。本検討期間は、現金

のみを対価（円貨）とする公開買付けによる当社株券等の全部買付けの場合は 60日間、そ

の他の買付けの場合は 90日間を設定し、大量買付者は、本検討期間中に大量買付行為を開

始することができないものとし、本検討期間における評価・検討を経て、当社取締役会に



おいて対抗措置の発動の是非に関する決議が行われた後にのみ、大量買付行為を開始でき

るものとします。

当社取締役会は、本検討期間が満了する時点においても、なお、大量買付行為の内容に

ついての検討、代替案の提案、大量買付者との交渉等が十分に行われていないと判断した

場合には、独立委員会に対する諮問を経て、その決議により、大量買付行為の内容につい

ての検討、代替案の提案、大量買付者との交渉等のために合理的に必要な範囲内において

本検討期間を延長することができるものとします。但し、延長期間の合計は 30日間を上限

とします。当社取締役会は、本検討期間の延長の決議を行った場合には、大量買付者に対

して通知するとともに、延長期間及び延長の理由を適時適切に開示するものとします。

(3）　独立委員会の勧告

　　　ア　独立委員会の設置

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、取締役会の恣意

的判断を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、当社取締役会から独立した社

外者のみから構成される独立委員会を設置し（独立委員会の規則の概要については別紙 3

のとおりです。）、その判断を経ることとします。

独立委員会は 3 名以上の委員で構成されるものとし、その委員は、当社取締役会から

の独立性が高い社外監査役及び社外有識者等の中から選任されるものとします。本プラ

ンの継続時における独立委員候補者は、新たな候補者 1 名を含む 3 名ですが、各候補者

の氏名及びその略歴等については、別紙 4をご参照下さい。

　 　 イ　独立委員会による検討等

独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討期間の範囲内で審

議・検討し、当社取締役会に対して、勧告を行います。

独立委員会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報に基づいて、審

議・検討を行うものとしますが、対抗措置の発動の是非を検討するために、大量買付情

報、その他の大量買付者から提供を受けた情報が不十分であると判断した場合には、当

社取締役会を通じて大量買付者に対して、追加情報の提供を求めることができるものと

します。また、独立委員会は、大量買付情報、その他の大量買付者から提供を受けた情

報と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業価値の評価等との比較検討を行

うために、当社取締役会に対しても、本検討期間の範囲内で、適宜回答期限を定めた上

で、大量買付者の大量買付情報、その他大量買付者から提供を受けた情報の内容に対す

る意見（留保する旨の意見を含むものとします。）、その根拠資料、代替案（代替案があ

る場合に限ります。）、その他独立委員会が適宜必要と認める情報等の提供を求めること

ができるものとします。

さらに、独立委員会は、審議・検討にあたり、必要に応じて、当社の費用負担において、

当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁

護士及びコンサルタント等の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとし

ます。

当社取締役会は、その判断にあたり、独立委員会の勧告の内容を最大限尊重した上で、

決議を行うものとします。

なお、独立委員会は、当社取締役会に対して、勧告を行った後であっても、当該勧告後

に大量買付者が、大量買付行為の内容を変更した場合又は大量買付行為を中止した場合

等、勧告の前提となる事実に変更があった場合には、勧告内容の変更又は勧告の撤回等

を行うことができるものとします。

3.3.3.3.　　　　大量買付行為大量買付行為大量買付行為大量買付行為にににに対対対対するするするする対抗措置対抗措置対抗措置対抗措置

（1）　対抗措置発動の条件

ア　 大量買付ルールが遵守された場合

本プランは、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株券等の大量買付行為につい

て、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという観点

から、株主の皆様に、大量買付情報等の大量買付行為を受け入れるか否かの判断のため



に必要十分な情報、大量買付者との交渉に基づく当社取締役会の評価、意見、代替案の

提案を受ける機会等の提供並びにこれらの検討のために必要十分な時間を保証するこ

とを目的として一定の手続を定めているものです。

したがいまして、大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会

は、原則として、対抗措置の発動は行わない旨の決議を行うものとします。

ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であっても、大量買付情

報、その他大量買付者から受領した情報及び当社取締役会が独自に入手した情報に基づ

いて、大量買付行為の内容等を検討した結果、当該大量買付行為が、当社に回復し難い

損害をもたらすことが明らかであると認められる行為であり、対抗措置を採ることが相

当であると判断する場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上

で、対抗措置の発動の決議を行うものとします。ここで、当社に回復し難い損害をもた

らすことが明らかであると認められる行為である場合とは、具体的には、下記①乃至⑦

のいずれかの要件の一つ又は複数の要件に該当する場合をいうものとします。

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上

げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大量買付行為を行って

いる場合（いわゆる「グリーンメイラー」に該当する場合）

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又はそのグループに移譲させる目的で大

量買付行為を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグループの債務の担保

や弁済原資として流用する目的で大量買付行為を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券な

ど高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあ

るいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜け

をする目的で大量買付行為を行っている場合

⑤ 最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条

件を不利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、株主の皆

様に事実上売却を強要する結果となっている場合（いわゆる強圧的二段階買収）

⑥ 買付けの条件（買付対価の価格・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、買付けの

実行の蓋然性、買付後の経営方針・事業計画並びに買付後における当社の他の株主及

びステークホルダーに対する対応方針等を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑み

不十分又は不適当な買付けである場合

⑦ 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係、

当社の技術力・開発力、ブランド力又は企業文化を損なうことなどにより、当社の企

業価値又は株主の皆様の共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付けである

場合

イ  大量買付ルールが遵守されなかった場合

大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独立委員会の

勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・

向上のために、対抗措置の発動の決議を行うものとします。

（2）　対抗措置の発動及びその内容

当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付ルール

を遵守した場合でも当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかである行為であり、対

抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した

上で、大量買付行為に対して対抗措置を発動するものとします。

具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定款において

当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて、適切

なものを選択するものとしますが、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の

当該新株予約権の概要は別紙 5のとおりです。



（3）　対抗措置の中止又は撤回

当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買付行為の内容の変更

又は撤回等、対抗措置の発動の前提となる事実に変化が生じたなどの理由により、当該大

量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかである行為であると認めら

れなくなった場合又は対抗措置を採ることが相当ではないと判断される場合には、独立委

員会に対する諮問を経て、対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤回することができるも

のとします。

具体的には、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行うことを決議していた場合に

は、当社取締役会が効力発生日の前日までの間に新株予約権無償割当ての実施を中止し、

又は効力発生日以降権利行使開始日の前日までの間に割り当てられた新株予約権を無償に

て当社が取得することがあります。

4.4.4.4.　　　　本本本本プランプランプランプランのののの有効期間有効期間有効期間有効期間、、、、廃止及廃止及廃止及廃止及びびびび変更変更変更変更

本プランの継続については、本定時株主総会における株主の皆様のご承認により、その効力

が発生し、平成 29年 6月に開催予定の当社第 67回定時株主総会の終了の時まで効力を有する

ものとします。その後の本プランの継続については、当社定時株主総会において、株主の皆様

の意思を確認するものとし、本プランの継続についてご承認が得られた場合には、当該定時株

主総会終了後 3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時

まで効力を有するものとし、以後同様とします。

もっとも、株主の皆様にご承認いただいた後であっても、本プランの有効期間の満了前に、

当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものと

します。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入の趣旨に反しない

限り、本プランに関する法令、取引所規則等の新設又は改廃が行われたことにより、本プラン

を修正することが適切な場合、又は誤字脱字等の修正・補充等の字句の修正を行うことが適切

であり、株主の皆様に不利益を与えない場合等には、独立委員会の承認を得た上で、本プラン

を修正し、又は変更する場合があります。

当社取締役会は、本プランの廃止、修正又は変更がなされた場合には、当該廃止、修正又は

変更等の事実及び内容その他の事項について、速やかに開示を行います。

ⅢⅢⅢⅢ....　　　　本本本本プランプランプランプランのののの合理性合理性合理性合理性

1.  1.  1.  1.  本本本本プランプランプランプランがががが当社当社当社当社のののの株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様のののの共同共同共同共同のののの利益利益利益利益をををを損損損損なうものではなくなうものではなくなうものではなくなうものではなく、、、、またまたまたまた、、、、当社当社当社当社のののの役員役員役員役員のののの地位地位地位地位

のののの維持維持維持維持をををを目的目的目的目的とするものではないこととするものではないこととするものではないこととするものではないこと

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とする

ことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上するための取組み

の一つであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。

2.2.2.2.　　　　買収防衛策買収防衛策買収防衛策買収防衛策にににに関関関関するするするする指針指針指針指針においてにおいてにおいてにおいて定定定定めるめるめるめる三原則三原則三原則三原則をををを完全完全完全完全にににに充足充足充足充足していることしていることしていることしていること等等等等

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日付で公表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の

原則の三原則を完全に充足しております。

また、本プランは、企業価値研究会が平成 20 年 6 月 30 日付で公表した「近時の諸環境の

変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するも

のであります。

3.3.3.3.　　　　株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様のののの意思意思意思意思のののの重視重視重視重視とととと情報開示情報開示情報開示情報開示

当社は、当社第 58 回及び第 61 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を買収防衛策



発効又は継続の条件とし、また、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただくこ

とを本プランの継続の条件としており、買収防衛策の導入及び継続には、株主の皆様の意思が

反映されるものとなっております。

また、上記Ⅱ4「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランの有効期間

満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止についても、株主

の皆様の意思に基づく形になっております。

さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断及び大量買付行為に応じて当社株式の売却

を行うか否かについての判断を適切に行っていただくために、当社取締役会は、上記Ⅱ2（1）

「大量買付者に対する情報提供の要請」記載のとおり、大量買付情報、その他の大量買付者か

ら提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適時適切に開示することとしております。

4.4.4.4.　　　　当社取締役会当社取締役会当社取締役会当社取締役会のののの恣意的判断恣意的判断恣意的判断恣意的判断をををを排除排除排除排除するためのするためのするためのするための仕組仕組仕組仕組みみみみ

（1） 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、引き続き独

立委員会を設置することとしております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、上記Ⅱ2（3）イの「独立委員会による検

討等」記載のとおり、当社取締役会の諮問に応じる形で、独立委員会が、大量買付行為に対

する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当

社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決議を行うこととされており、取締役

会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保さ

れております。

（2） 合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記Ⅱ3（1）ア「大量買付ルールが遵守された場合」及びイ「大量買付ルー

ルが遵守されなかった場合」記載のとおり、大量買付者が、本プランにおいて定められた大

量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合とし

て合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合にのみ発動することとされてお

り、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕

組みが確保されております。

（3） デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅱ4「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プランは、当社取締役

会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、その発動を阻止できない買収防衛策）ではあ

りません。また、当社は、取締役の任期について、期差任期制を採用しておりませんので、

本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができ

ないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

ⅣⅣⅣⅣ....　　　　株主及株主及株主及株主及びびびび投資家投資家投資家投資家のののの皆様皆様皆様皆様にににに与与与与えるえるえるえる影響等影響等影響等影響等

1.1.1.1.　　　　本本本本プランプランプランプランのののの継続継続継続継続がががが株主及株主及株主及株主及びびびび投資家投資家投資家投資家のののの皆様皆様皆様皆様にににに与与与与えるえるえるえる影響等影響等影響等影響等

本プランは、継続時点において新株予約権の割当て等を行うものではありませんので、株主

の皆様の権利関係に直接の影響はありません。

もっとも、本プランは、株主及び投資家の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するた

めに必要十分な時間及び情報の確保や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見等を

提供し、さらには、株主及び投資家の皆様が代替案の提案を受ける機会を保証することを目的

としております。これにより、株主及び投資家の皆様は、必要十分な時間及び情報に基づいて、

大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、株主及び投資家の

皆様の共同の利益の保護につながるものと考えております。したがいまして、本プランの継続

は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投

資家の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

なお、上記Ⅱ3（1）「対抗措置発動の条件」のとおり、大量買付者が本プランに定められた



手続を遵守するか否かにより当該大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株

主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意下さい。

2.2.2.2.　　　　対抗措置発動時対抗措置発動時対抗措置発動時対抗措置発動時にににに株主及株主及株主及株主及びびびび投資家投資家投資家投資家のののの皆様皆様皆様皆様にににに与与与与えるえるえるえる影響等影響等影響等影響等

大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当

てその他法令又は当社定款において当社取締役会の権限として認められている対抗措置を採

ることがありますが、当社取締役会が具体的対抗措置を採ることを決定した場合には、法令及

び取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

当社取締役会が対抗措置として新株予約権無償割当てを行うことを決定した場合、大量買付

者については、保有する株式について希釈化が生じるなど、その法的権利又は経済的側面にお

いて不利益が発生する可能性があります。これに対し、対抗措置の発動の対象となった大量買

付者を除く株主の皆様については、当該対抗措置の仕組み上、法的権利又は経済的側面におい

て格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

なお、上記Ⅱ3（3）「対抗措置の中止又は撤回」のとおり、当社は、対抗措置として新株予

約権の無償割当ての決議を行い、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様が確定した後であっ

ても、効力発生日の前日までの間に新株予約権の無償割当てを中止し、又は新株予約権の無償

割当ての効力発生日以降権利行使期間開始日前日までの間に無償にて当該新株予約権を取得

することがあります。これらの場合には、当社株式 1株当たりの価値の希釈化は生じないこと

から、当社株式 1株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主又は投

資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

3.3.3.3.　　　　新株予約権新株予約権新株予約権新株予約権のののの無償割当無償割当無償割当無償割当てをてをてをてを行行行行うううう場合場合場合場合にににに株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなる手続手続手続手続

対抗措置として考えられるもののうち、別紙 5の概要に従って新株予約権の無償割当てを行

った場合及び当社が新株予約権を取得する場合に株主の皆様に関連する手続については、以下

のとおりです。

（1） 新株予約権無償割当てを行う場合の手続

新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会において定めた効力

発生日において、当然に新株予約権者となるため、割当てに伴って特別な手続を行っていた

だく必要はありません。

　　　　ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会が定めた一定の基準日時点の株主

　　　名簿に記録された株主の皆様に対して行われるため、当該基準日における最終の株主名

　　　簿に記録される必要がありますのでご留意下さい。

（2） 株主の皆様が新株予約権を行使する場合

新株予約権を行使する場合には、当社株式を取得するために所定の期間内に一定の金額の

払込みをしていただく必要があります。かかる手続の詳細につきましては、実際に新株予約

権の無償割当てを行うことになった際に、法令等に基づき別途お知らせいたします。

（3） 当社が新株予約権を取得する場合

当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得する場合には、当社が取得に必要な所定の手

続を行えば、当社が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相

当額の払込み等の新株予約権の行使に係る手続を経ることなく、当社による新株予約権取得

の対価として、当社株式の交付を受けることができます。ただし、当社が新株予約権を取得

する際に、大量買付者に該当しないことを証する書面等の提出をお願いする場合があります。

以　上



別紙 1

平成平成平成平成 26262626年年年年 3333月月月月 31313131日現在日現在日現在日現在のののの当社大株主当社大株主当社大株主当社大株主のののの状況状況状況状況

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）

内藤株式会社 名古屋市昭和区御器所通 2丁目 24－3 6,215 11.90

株式会社好兼商事 名古屋市昭和区長池町 3丁目 19番地 4,002 7.66

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託口）
東京都港区浜松町 2丁目 11番 3号 2,829 5.41

林　謙治 名古屋市昭和区 2,502 4.79

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信

託口）

東京都中央区晴海 1丁目 8番 11号 2,453 4.69

内藤　進 名古屋市瑞穂区 1,250 2.39

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信

託口９）

東京都中央区晴海 1丁目 8－11 1,203 2.30

東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸 1丁目 5－20 784 1.50

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内 1丁目 6番 6号 765 1.46

ｼﾞｪｰﾋﾟｰ　ﾓﾙｶﾞﾝ　ﾁｪｰｽ

ﾊﾞﾝｸ　385174

（株式会社みずほ銀行決

済営業部）

25 BANK　STREET　CANARY　WHARF
LONDON　E14　5NT，UK

（東京都中央区月島 4丁目 16－13）
664 1.27

計
－

22,670 43.41



別紙 2

手続手続手続手続のののの流流流流れれれれ

諮問

諮問

不遵守の場
合適宜移行

大量買付情報リストの交付

大量買付情報の追加要求

意向表明書の受領
（代表取締役宛）

受領後
10営業日以内

※※※※取締役会取締役会取締役会取締役会はははは独立委員独立委員独立委員独立委員
会会会会のののの勧告勧告勧告勧告をををを最大限尊重最大限尊重最大限尊重最大限尊重

取締役会による審議・検討
（60日間又は 90日間・最長 30日間の延長）

対抗措置発動対抗措置発動対抗措置発動対抗措置発動
（（（（新株予約権無償割当新株予約権無償割当新株予約権無償割当新株予約権無償割当てててて等等等等））））

対抗措置不発動対抗措置不発動対抗措置不発動対抗措置不発動

独
立
委
員
会

独
立
委
員
会

独
立
委
員
会

独
立
委
員
会

大量買付者大量買付者大量買付者大量買付者のののの出現出現出現出現

大量買付情報の受領

大量買付ルールを
遵守する場合

大量買付ルール
を遵守しない場合

当社に回復し難い
損害を与えること

が明らかでない、又
は対抗措置の発動
が不相当な場合

当社に回復し難い
損害を与えること
が明らかであり、

対抗措置の発動が
相当な場合

諮問を受
けて勧告

勧告

取締役会取締役会取締役会取締役会

上記上記上記上記フローチャートフローチャートフローチャートフローチャートはははは、、、、あくまであくまであくまであくまで大量買付大量買付大量買付大量買付ルールルールルールルールのののの概要概要概要概要をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく説明説明説明説明するためのするためのするためのするための参考参考参考参考としてとしてとしてとして作成作成作成作成されされされされ
たものでありたものでありたものでありたものであり、、、、大量買付大量買付大量買付大量買付ルールルールルールルールのののの詳細内容詳細内容詳細内容詳細内容についてはについてはについてはについてはプレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース本文本文本文本文をごをごをごをご参照下参照下参照下参照下さいさいさいさい。。。。

不遵守の場
合適宜移行



別紙 3

独立委員会規則独立委員会規則独立委員会規則独立委員会規則のののの概要概要概要概要

1．独立委員会設置の目的

独立委員会は、本プランにおける取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を担保するため

に設置される。

2．独立委員会の構成

独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

担う経営陣から独立している社外監査役及び社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある

企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含む。）の中から選任される。

3. 独立委員の任期

独立委員会の委員の任期は、選任の時から、その後最初に開催される定時株主総会の終了後最

初に開催される取締役会の終了の時までとし、再任を認めるものとする。

4. 独立委員会の招集手続

独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員が招集する。

5. 独立委員会の決議方法

独立委員会の決議は、原則として独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

6. 独立委員会の権限事項

(1)  独立委員会は、当社取締役会からの諮問を受けて、以下の各号に記載される事項につき審

議・検討を行い当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、当社の企業価

値ひいては株主の共同の利益の確保・向上に反するか否かという観点から審議・検討を行うこ

ととする。

        ① 本プランにおける対抗措置の発動の是非

② 本プランにおける対抗措置の中止又は撤回

③ 大量買付者から提出された情報が必要かつ十分か否かの判断

④ 本検討期間の延長の要否

⑤ 対抗措置の発動の是非を検討するにあたり、必要となる追加情報の提供を請求する場合の

追加情報の範囲

⑥ 株主に不利益を与えない範囲での本プランの修正又は変更

⑦ その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項（ただし、大

量買付者による大量買付行為の提案に対抗するための代替案の作成等、取締役会が独自に

検討すべき事項に属し、独立委員会に諮問することが適切でない事項は除く。）

(2)　独立委員会は、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報

が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付者に対して、追加情報の

提供を求めることができる。また、独立委員会は、当社取締役会に対して、一定の情報の提供

を要求することができる。

7. 独立委員会の出席者

独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員等を出席させ、独立委員会が

必要な情報の提供を求めることができる。

8. 第三者の助言

独立委員会は、その職務の執行にあたり、当社の費用負担において、当社取締役会から独立し

た第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専

門家を含む。）の助言を受けることができる。

以　上



別紙 4

独立委員会委員独立委員会委員独立委員会委員独立委員会委員のののの紹介紹介紹介紹介

福井清晃（ふくいきよあきら） 公認会計士福井清晃事務所所長

　　　　　　 昭和４６年　３月　　公認会計士登録

　　　　　　 昭和５１年　８月　　監査法人丸の内会計事務所社員

　　　　　　 昭和６３年　７月　　監査法人トーマツ代表社員

　　　　　　 平成１１年　７月　　公認会計士福井清晃事務所所長（現任）

　　　　　　 平成１６年　６月　　当社監査役（現任）

渡邉一平（わたなべいっぺい） 太田・渡辺法律事務所

　　　　　　 昭和５３年　４月　　弁護士登録

　　　　　　 昭和５３年　４月　　佐治・太田法律事務所弁護士

　　　　　　 平成　３年　６月　　太田・渡辺法律事務所弁護士（現任）

石川芳郎（いしかわよしろう） 石川芳郎税理士事務所所長

　　　　　　 平成１３年　７月　  国税庁長官官房　名古屋派遣国税庁監察官

　平成１７年　７月　  名古屋国税局  調査部特別国税調査官

　平成２０年　７月　  名古屋国税不服裁判所　国税裁判官

　平成２１年　７月　  岐阜南税務署長

　平成２３年　８月　  石川芳郎税理士事務所所長（現任）

　平成２３年１０月 　 一般社団法人中川法人会　専務理事（現任）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



別紙 5

新株予約権新株予約権新株予約権新株予約権のののの概要概要概要概要

1. 割り当てる新株予約権の総数

　 株主に割り当てる新株予約権の総数は、当社取締役会で定める割当ての基準日（以下「基準日」

という。）における当社の発行済株式総数（ただし、基準日において当社の有する当社普通株式

の数に相当する数は除く。）と同数とする。

2. 割当ての対象となる株主及びその割当方法

基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有株式（ただし、当社の有す

る当社普通株式を除く。）1株につき 1個の割合で新株予約権を無償で割り当てる。

3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個の行使により交付さ

れる当社普通株式の数は 1 株とする。ただし、当社が株式分割若しくは株式併合を行う場合又

はその他の場合においては、所要の調整を行うものとする。

4. 新株予約権無償割当ての効力発生日

当社取締役会において別途定める。

5. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は、当社普通株式 1株当たり金 1円以上として当社取締役会において定める額と

する。

6. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

7. 当社による新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）をもって、取得日の前日までに未

行使の新株予約権（ただし、下記 8 の規定に従い定められた行使条件等により新株予約権を行

使できない者が有する新株予約権を除く。）の全てを取得し、これと引換えに、新株予約権 1個

につき、当社普通株式 1株を交付することができる。

8. 新株予約権の行使条件

大量買付者及びその特定株式保有者等並びに大量買付者及びその特定株式保有者等から当社取

締役会の承認を得ずに新株予約権を取得又は承継した者は、新株予約権を行使できないものと

する。その他の行使条件については、当社取締役会において定めるものとする。

9. 新株予約権の行使期間

新株予約権の無償割当ての効力発生日又は当社取締役会が別途定める権利行使開始日を初日と

し、1 ヵ月間から 3 ヵ月間までの範囲で新株予約権無償割当ての決議において当社取締役会が

定める期間とする。

10. その他

その他必要な事項については、当社取締役会において別途定める。

以　上

 


